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地 域 再 生 計 画 
 
１ 地域再生計画の名称 
  七戸町「快適で彩りあふれるまちづくり」再生計画（２期） 

 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 
  青森県上北郡七戸町 

 
３ 地域再生計画の区域 

青森県上北郡七戸町の全域 

 
４ 地域再生計画の目標 

七戸町は、青森県の東部に位置し、平成 17 年 3 月 31 日に旧七戸町と旧

天間林村との町村合併により、人口 17,920 人（H22.3.31）の七戸町となっ

た。新町のまちづくり将来像を「潤いと彩りあふれる田園文化都市をめざ

して」とし、３つの基本方針「広域連携型のまちづくり」「地域経済自立型

のまちづくり」「住民参加型のまちづくり」を基に７つの重点施策を掲げ、

各種事業を展開している。 
   平成 22 年 12 月 4 日には、町のほぼ中央に東北新幹線七戸十和田駅が開

業し、十和田湖や上十三地域、下北半島、むつ小川原開発地域への重要な

交通結節点となることから、観光振興や産業の発展・経済の活性化が期待

され、大きく飛躍をしようとしている。 
また、町面積の 86％（29,128 ㏊）を農林地が占め、一級河川も複数存在

しているなど、豊富な緑、水、土地に恵まれていることから、基幹産業で

ある農業の推進により貴重な農産物（米･長いも・にんにく等）の食料供給

基地としての発展を目指している。 
しかし、近年、汚水処理人口普及率が伸び悩むなか、生活環境の急激な

変化に伴い、家庭から排出される生活雑排水による悪臭の発生や川の汚染

等の問題が深刻化しており、下流（小川原湖）の汚染原因や基幹産業であ

る貴重な農産物などへの影響も懸念されている。 
これらの課題を解決するため、町では、重点施策の１つである「自然と

調和のとれた快適なまちづくり（生活環境の整備）」の一環として、汚水処

理施設整備に取り組んでおり、七戸地区の公共下水道事業、天間林地区の

特定環境保全公共下水道事業に平成 7 年度から着手している。両地区とも

平成 14 年 4 月 1 日から一部供用を開始しており、随時供用区域を拡大して

いる。また、天間林地区では、平成 11 年度から農業集落排水施設整備を進

め、平成 17 年度末で計画した全施設（2 地区）が完了した。このほか、町
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では個人設置型浄化槽事業を取り入れながら整備を進め、平成 18 年度～22
年度までの期間において、七戸町「快適で彩りあふれるまちづくり」再生

計画を策定し、汚水処理施設の整備を進めてきたが、平成 22 年度末の汚水

処理人口普及率は 45.4％を見込んでおり、依然として低い数値となってい

る。 
本計画では、東北新幹線全線開業効果推進事業も活用し、七戸十和田駅

のＰＲを兼ねて、駅前の定住化を目指し、更なる事業の推進を図る。 
さらに、町民活動として長く続けられているイワナ等の放流や町民総出

の草刈・清掃等の「川をきれいにする運動」への取り組みが次第に拡大さ

れ、住民の意識が高まり河川に飛来する白鳥が毎年増えているなど目に見

える効果も現れていることから、これらの事業を継続して行い、公共水域

の水質改善を図る。 
このように、汚水処理施設整備を一層推進し、「快適な生活環境と環境保

全並びに安全・安心な農産物の生産」の大切さを住民意識の高揚に結びつ

け、「快適で彩りあふれるまちづくり」を目指す。 

 
【目標数値】 

・今後 5 年間で汚水処理施設を整備し、汚水処理人口普及率を現状の

45.4％から 51.4％に向上させる。 

 
５ 目標を達成するために行う事業 
  ５－１ 全体の概要 
     汚水処理施設整備交付金を活用した公共下水道及び浄化槽整備の促進に

より、処理区域の拡大、水洗化の普及を図り生活環境の質の改善と、河川

等の水質保全を目指す。 
また、公共下水道事業認可区域（H19.5.29 認可）特定環境保全公共下水

道事業認可区域（H22.3.18 認可）及び農業集落排水施設整備済み区域外の

地域において浄化槽の設置を推進し、さらに東北新幹線全線開業効果推進

事業により定住化を図ると共に、住民と協働の環境運動として七戸川清掃

を実施し、汚水処理人口自給率及び居住環境の質の向上を図る。
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５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 
「汚水処理施設整備交付金」を活用する事業 
対象となる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を了している。

なお、整備箇所等については、別添の整備箇所を示した図面による。 
   公共下水道七戸処理区・・・平成 19 年 5 月に事業認可 
   特定環境保全公共下水道天間林処理区・・・平成 22 年 3 月に事業認可 

【事業主体】 
・いずれも七戸町 

【施設の種類】 
・公共下水道、浄化槽（個人設置型） 

【事業区域】 
・公共下水道      七戸地区 

              天間林地区 
・浄化槽（個人設置型） 七戸町全域（ただし、公共下水道、 

農集排区域を除く）   
【事業期間】 
・ 公共下水道      平成 23 年度～平成 27 年度 
・ 浄化槽（個人設置型） 平成 23 年度～平成 27 年度 

【整備量】 
・ 公共下水道      管 渠φ75～φ200 

 L＝2,000ｍ 
処理人口 230 人 

・ 浄化槽               Ｎ＝225 基 
                         処理人口 833 人            
【事業費】 

   公共下水道       事業費 200,000 千円 
               （うち、交付金 100,000 千円） 
   浄化槽（個人設置型）   事業費   73,800 千円 
               （うち、交付金 24,600 千円）           

   合 計         事業費 273,800 千円 
               （うち、交付金 124,600 千円） 
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５－３ その他の事業  
・東北新幹線全線開業効果推進事業（七戸町） 

   東北新幹線七戸十和田駅開業１周年イベントを開催し、駅周辺並びに商

店街の活性化によって定住化を図る。 
・七戸川清掃（七戸町） 

   町民総出で、河川敷の草刈、清掃を実施し、地域の自然環境を守る。 

 
６ 計画期間 
   平成 23 年度から平成 27 年度 

 
７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 
   計画終了後に、４に示す数値目標に照らし状況を調査、評価し、公表す

る。また、必要に応じて事業の内容の見直しを図るために、施設の整備状

況等について評価、検討を行う。 

 
８ 地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 
   該当なし 


